
１．準備 （申請者）

　　　※リフォーム工事の内容等が該当するかどうか、町の補助金交付要綱や見積書などで検討してください。

２．補助金　応募受付 　　　　　　（申請者→町）

　　　《提出書類》　南風原町住宅リフォーム支援事業補助金申込書

３．補助金の交付申請 　　　　　　（申請者→町）

　　　※リフォーム工事の着工前に行ってください。

　　　《提出書類》

　　　①南風原町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書（様式第１号）
　　　②工事請負契約書又は請書の写し
　　　③建物登記簿謄本又は固定資産税評価証明書若しくはこれに替わるもの
　　　④工事費用見積書、工事箇所の数量拾い図、資材などの説明書
　　　⑤工事前写真又はこれに代わる同等の書類
　　　⑥工事業者の所在地が証明できるもの
　　　⑦その他町長が必要と認める書類等

４．内容審査、補助金の交付決定 　　　　　　（町→申請者）

　　　※申請書を審査し、補助金交付要綱に該当する場合に「交付決定通知書」を発行します。

　　　（申請者に直接郵送いたします。）

５．リフォーム工事の着工 　（申請者→施工業者）

　　　※工事前、工事中の写真を忘れずに撮影してください。

６．リフォーム工事の完成　→　工事代金の支払い 　（申請者→施工業者）

　　　※工事完了後の写真を忘れずに撮影してください。

７．完了報告 　　　　　　（申請者→町）

　　　※リフォーム工事の完了後に行ってください。

　　　《提出書類》

　　　①南風原町住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書（様式第５号）
　　　②工事代金領収書の写し
　　　③工事実施後の住宅の現況及び工事箇所の写真（工事前・工事中・完了）
　　　④南風原町住宅リフォーム支援事業工事完了証明書（様式第６号）
　　　⑤その他町長が必要であると認める書類等

８．補助金額の確定通知 　　　　　　（町→申請者）

　　　※実績報告書を審査し、補助金交付要綱にに該当する場合に「補助金確定通知」を発行します。

　　　※合わせて、指定の請求書様式を申請者に郵送いたします。

９．補助金の請求 　　　　　　（申請者→町）

　　　※指定の請求書様式に必要事項を記入のうえ、まちづくり振興課へ提出してください。

１０．補助金の支払い 　　　　　　（町→申請者）

　　　※指定された銀行等の口座に補助金を振り込みます。

「南風原町住宅リフォーム支援事業補助金」の手続きの流れ

　　　※リフォーム工事の着工前に行ってください。

２．応募受付について

※応募者多数の場合、町事務局で抽選となります。

抽選の場合、その日で抽選番号の発表（ご報告）を申込者全員に行い、当選された方は申請

書類を役場まちづくり振興課へ受け取りにきていただくことになります。

※抽選とならない場合には、応募結果を電話にて連絡しますので交付申請書類を役場まちづく

り振興課へ受け取りにきていただくことになります。


